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令和 8 年度

委 託 名 ： 比嘉ロ－ドパ－ク外４箇所維持管理業務委託（R8）

施 工 位 置 ： 宮古土木事務所管内

工 期 ： 契約締結日の翌日　から　令和9年3月12日　まで

（共通仕様書の適用）

（共通仕様書に対する特記及び、追加事項）
　共通仕様書に対する特記及び追加事項は、下記の通りとする。

特記事項（甲） 沖縄県

章 節 条項 見出し 項 特記及び追加仕様事項

1 適用 1 　本特記仕様書は上記委託の施工に適用する。

2 一般事項 1

2

3 業務用自動車の
利用について

1

4 着手届けについ
て

1

5 業務看板の設置 1

6 業務計画書 1

7 現場の工程管理 1 　受注者は、工程表に基づき、適正な進渉管理に努めるものと
する。

　土砂、資材等の運搬に当たっては、積載超過のないようにす
るとともに、交通安全管理を十分に行うこと。

　受注者は、業務内容を示す看板、その他作業現場に必要な標
示板、規制板などを、通行者などが見やすい位置に設置するも
のとする。

　受注者は、業務委託の実施にあたり作業内容、手順、作業方
法及び安全対策などについて担当職員と十分調整の上、業務計
画書を本委託契約から２週間以内に提出しなければならない。

　受注者は、本委託契約から１週間以内に下記の書類を提出す
ること。
　　1.着手届
　　2.現場代理人等通知書（資格証の「写し」を添付する）
　　3.経歴書
　　4.実務経験証明書
　　5.工程表
　　6.労働保険証明願

　本委託は、本特記仕様書及び図面に基づき施工するものと
し、本特記仕様書に記載されてない事項は、土木工事共通仕様
書、植栽維持管理工事共通仕様書、土木工事施工管理基準(土木
建築部監修)、沖縄県道路植栽樹木等維持管理マニュアル及びそ
の他参考図書に準じて施工しなければならない。

　受注者は、業務実施に際し、着手前及び施工中に設計図書に
不明な点もしくは疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協
議しなければならない。

特 記 仕 様 書

第１条

第２条

　本委託の実施に当たっては、沖縄県土木建築部制定の「土木工事等共通仕様書」および
「植栽維持管理工事共通仕様書」に基づき実施しなければならない。なお、仕様書は最新の
ものを使用すること。

沖縄県宮古土木事務所



章 節 条項 見出し 項 特記及び追加仕様事項

2

8 清掃 1

2

9 事前調査につい
て

1

10 業務内容 1

2

3 付帯施設に関する業務
　ア：　トイレ、水のみ場、東屋の清掃は、毎週２回行うもの

とし、収集したチリ、ゴミは受注者で運搬処理するこ
と。処理費については受注者の負担とする。

　イ：　トイレ清掃におけるトイレットぺ－パ－等の補給は、
受注者の負担とする。

　ウ：　路面清掃及び除草は、年６回以上行い、常にきれいな
状態を維持すること。

　エ：　低木の剪定は、年４回以上行い、常にきれいな状態を
維持すること。

　オ：　花壇植栽は、年２回草花の植え付けを行うこと。
　雑草やゴミ等の処理は受注者で行うこと。

　カ：　一時置き場における廃棄物は、完全に収集し置き場周
辺の清掃保持に努めること。

　キ：　廃棄物の運搬中の飛散防止に努めること。

11 安全管理及び苦
情の処理につい
て

1

2

12 建設廃材につい
て

1

13 排出ガス対策型
建設機械の原則
化について

1

　委託者は、「労働安全衛生法」等関係法規の定めるところに
より常に安全管理に必要な処置を講じ、労働災害の発生の防止
に努めること。

　委託施行中において、沿道住民及び道路使用者より苦情意見
等があった場合には、丁寧に応対し速やかに必要な処置を講じ
るとともに監督員に報告すること。

　建設廃材については、知事の許可を受けた産業廃棄物処理業
者の設置した処分場での処分とし、収集、運搬及び処分にあ
たっては、｢廃棄物の処理、及び清掃に関する法律｣に違反しな
いよう処理すること。

　本委託において建設機械を使用する場合は原則として、｢排出
ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発
249号)、最終改正平成22年3月18日付国総施設第291号)｣に基づ
き指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。

　植込内などを清掃する際には、樹木を傷つけないように注意
すること。

　委託着手前に設計図書及び現地を充分確認し、疑義が生じた
場合は監督員と協議しなければならない。なお、協議を怠って
生じた損害は、すべて受注者の負担とする。

　施設各部の機能が一定時間又は長時間にわたって停止するよ
うな事故が発生した場合、応急処置を施すとともに状況ならび
に原因をすみやかに報告し、発注者に助言をする。

　受注者は、業務の遂行にあたり休憩施設としての特殊性を十
分認識しこの仕様書に示されていない事項であっても業務の性
質上当然と思われる業務または軽微な業務については実施する
ものとする。

　受注者は、毎月の委託の進捗状況を翌月５日までに監督員へ
報告しなければならない。
　週報については、担当職員が必要と認めたときには、提出す
るものとする。

　受注者は、業務委託の作業終了後、速やかに現場の後片付け
をし、入念な清掃を行うものとする。

沖縄県宮古土木事務所



章 節 条項 見出し 項 特記及び追加仕様事項

14 記録写真 1

2

15 作業日誌 1

16 委託の検査 1

2

17 その他 1 　消費税率は10％で積算している。

　記録写真は、作業ごとにその内容が確認できる全体写真及び
部分写真を、作業前、作業中、作業後を３枚１組として撮影す
るものとする。

　撮影に際しては、以下に示す項目を明記した黒板を用いるも
のとする。
　（1）業務委託名
　（2）撮影場所
　（3）作業名
　（4）撮影日
　（5）受注者名

　作業の進捗、労務者の就業、材料の搬入、使用機材、天候等
を示す作業日誌を作成し提出すること。

　受注者は、委託契約約款に基づく検査を受けなければならな
い。

　受注者は、検査にあたり以下の書類を業務の内容に応じて作
成し、検査に臨むこと。
　（1）委託契約書（写）
　（2）業務計画書
　（3）実施工程表
　（4）出来高数量表
　（5）打合せ簿
　（6）業務日誌
  （7）記録写真
　（8）その他担当職員が必要と認めた書類

沖縄県宮古土木事務所
















